
議   第   ４７   号   

令和 ８ 年 ２ 月１６日提出   

 

熊本市手数料条例及び熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部改 

正について 

 

熊本市手数料条例及び熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部を次のように

改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市手数料条例及び熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部を改正す

る条例 

 

 （熊本市手数料条例の一部改正） 

第１条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第４８号を削り、同項第４９号を同項第４８号とし、同項第５０号

から第５３号までを１号ずつ繰り上げ、同条第２項中「第１２条の２第４項第２号

ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改める。 

（熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部改正） 

第２条 熊本市保健衛生事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

別表化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）関係の部中     

「２５，７００円」を「２６，０００円」に、「１５，３００円」を「１５，５００

円」に改め、同表食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律

第７０号）関係の部の次に次のように加える。 

農林水産物及び食品の

輸出の促進に関する法

律（令和元年法律第 

輸出証明書発行申請 １件につき 900円 
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５７号）関係 

別表医療法（昭和２３年法律第２０５号）関係の部診療所開設許可申請の項中 

「１８，０００円」を「１９，０００円」に改め、同部診療所使用許可申請の項中

「２２，０００円」を「２３，０００円」に、「１１，０００円」を「１１，５００

円」に改め、同部助産所開設許可申請の項中「１１，０００円」を「１１，８００

円」に改め、同部助産所使用許可申請の項中「１６，０００円」を「１７，２００

円」に、「８，０００円」を「８，６００円」に改め、同表医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）関係の

部中「２９，０００円」を「２９，２００円」に、「１１，０００円」を        

「１１，３００円」に、「２，０００円」を「２，１００円」に改め、同表死体解剖

保存法（昭和２４年法律第２０４号）関係の部中「３，４００円」を「３，７００

円」に改め、同表動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）

関係の部特定動物飼養等許可申請の項及び特定動物飼養等変更許可申請の項中 

「１５，５００円」の次に「（同時に数件の申請が行われる場合（当該数件の申請に

係る特定飼養施設が同一の所在地にある場合に限る。）における２件目以降の申請に

あっては、１件につき １１，０００円）」を加え、同部犬又は猫の引取り（動物の

愛護及び管理に関する法律第３５条第３項に規定する場合を除く。）の款中   

「１，０００円」を「２，０００円」に、「２００円」を「４００円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中熊本市手数料条例

第２条第２項の改正規定は、この条例の公布の日又は電気通信事業法及び日本電信電

話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の

日のいずれか遅い日から施行する。 

 

（提出理由） 

  化製場設置許可申請に係る手数料等の改定をする等のため、所要の改正を行う必

要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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